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■ 様々な形で取組が広がる農福連携 2



■ 農福連携の取組の形態

○ 農福連携の取り組みの形態（障害者が農業に携わる形）には、「農業者による障がい者の雇用」以外にも、
いくつかの形があります。

①農 ⇒福 農業者が障がい者を雇用

②福 ⇒農 就労支援事業所が農業に参入

③農 ⇔福 福祉事業所による農作業請負（施設外就労）

利点：特別支援学校の職場実習、福祉事業所の農業体験等の受け入れを契機に雇用に結び付く事例あり。
障がい者がスタッフに加わることで、職場の雰囲気が良好になる、組織力が上がるなどのメリット
もうたわれている。

課題：１年を通じて仕事を切り出す必要があり、また、福祉的支援も必要。

利点：仕事の熱心さ、生産物の品質の良さが認められ、地元の理解が進み、
農地が集積するなど、地域農業を支える担い手として成長する事例も
多い。

課題：農地の確保、農業の技術習得が不可欠。

農から見た利点：作業量に応じて依頼可能（１年中切り出す必要はない）
福祉事業所の支援員が同行し、障がい者への指導は支援員
が担う。

福から見た利点：農地がなくても、農業に関わることが可能。
農業者から福祉事業所の支援員に技術（作業方法）を指導。

課題：第三者等によるマッチングが必要

地域の農業者からの技術指導

栽培研修を受ける
障害者の皆さん
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■ 政府の取組
農福連携等推進会議の設置

〇 農福連携等について全国的な機運醸成を図り強力に推進していくため、令和元年4月に官房長官
を議長とする省庁横断の「農福連携等推進会議」を設置。同年6月に開催された第2回会議において
今後の推進の方向性を示した「農福連携等推進ビジョン」を決定。
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１ 認知度の向上

・定量的データの解析によるメリットの客観的な提示

・農福連携で生産された商品の消費者向けＰＲ活動

・東京オリパラに合わせた戦略的プロモーションの実施

２ 取組の促進

・ワンストップで相談できる窓口体制の整備

・ニーズをつなぐマッチングの仕組みの構築

・働きやすい環境整備と専門人材育成

・農福連携の特色を生かした6次産業

化等、経営発展をめざす取組の推進

３ 取組の輪の拡大

・コンソーシアムの設置等、国民

運動を展開するための基盤の形成

・関係団体等での横展開の推進

知
ら
な
い

踏
み
出
せ
な
い

広
が
ら
な
い

●農福連携という取組自体がよく知られて

いない、そのメリットが十分浸透してい

ない。

関係省庁から構成される
農福連携等推進会議

● 農福連携が持続的に実施されるには、農業経営が経済活動として発展していくことが重要。

● 農福連携を全国的に広く展開し、裾野を広げていくには「知られていない」「踏み出しにくい」「広がっていかない」と

いった課題に対し、官民挙げて取組を推進していくため、農福連携等推進会議において、農福連携等推進ビジョンを

策定。

農福連携の推進に向けて

●農業サイドと福祉サイドの双方ともにお

互いに理解を深める必要。

●農福連携を通じた農業経営の発展や人材

育成に手間や費用がかかるのではないか

（コストへの対応）。

●農福連携の取組を全国的に広く展開して

いく必要性。

●経済界、消費者等も巻き込んだ社会全体

への広がりが見えていない。

現場等における課題 ＜農福連携等推進ビジョンの構成＞

175
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【事業実施主体】

・農林水産業を営む法人
・社会福祉法人
・医療法人
・特定非営利活動法人
・一般社団法人
・一般財団法人
・公益社団法人
・公益財団法人
・地域協議会※

・民間企業 ほか

農山漁村振興交付金（農福連携対策）

※地域協議会の構成員に市町村を含むこと
※※個人に対する助成はできません※※

農福連携の取組

○ 農福連携に取り組む農業法人や福祉サービス事業者等に対するソフト・ハード一体的な支援
○ 都道府県が行う専門人材の育成等を支援

農林水産物生産施設等の整備

障害者や生活困窮者の雇用・就労、高齢者の生きがいづく
りやリハビリを目的とした農林水産物生産施設（農園、園
路の整備を含む）、農林水産物加工販売施設※３、休憩所、
衛生設備、安全設備等の整備

農福連携
整備事業

事業実施期間：２年以内
交付率等：１／２
上限：下記のとおり※４

＜ ハード対策 ＞

※３ 加工販売施設に供する農産物等は事業実施主体及び連携する者が生産したものが過半を占めること。
※４ 簡易整備型（200万円）、介護・機能維持型（400万円）、高度経営型（1,000万円）、経営支援型

（2,500万円）

〇 このほか、全国的な普及啓発や官民一体
での取組により農福連携の認知度の向上及
び取組を促進。

＜ ソフト対策 ＞
技術習得や分業体制の構築

農福連携
支援事業

事業実施期間：２年間
（＋自主取組：１年間）
交付率等：定額
上限：150万円／年

300万円／年※２

（マニュアルを作成する
場合は初年度に40万円
を加算）

作業の効率化や生産物の品質向上等、農福連携を持続する
ための取組、ユニバーサル農園※１の導入に必要な経費を支
援

○専門家の指導による農産物等の生産技術、加工技術、販売手
法、経営手法等の習得を行うための研修、視察等

○職業訓練的体験を提供するユニバーサル農園の運用初期に必
要な管理・指導者の配置、農産物栽培に要する消耗資材等

○分業体制の構築、作業手順の図化、マニュアル作成

注）雇用・就労する障害者等の賃金や法人運営費は助成対象外

※１ 将来の農業現場での雇用・就労を見据え、多世代・多属性の者が利用できる体験農園
※２ 農福連携整備事業（ハード対策）の「経営支援型」を実施する場合。

○ 農福連携に取り組もうとする
農業法人と福祉事業所のマッ
チングや職場定着を支える専
門人材を育成・派遣

都道府県

・専門人材によ
る助言

・課題の把握
・事例の蓄積

＜ ソフト対策＞
農福連携を支援する人材の育成

都道府県
支援事業

事業実施期間：１年間
交付率等：定額
上限：500万円／年

農林水産業の現場における障害者の雇用・就労に関してアド
バイスする専門人材（農福連携技術支援者） ※５、障害者就
労施設等による農作業請負（施設外就労）のマッチングを支
援する人材（施設外就労コーディネーター）等の育成

※５ 農林水産省のガイドラインに基づく研修を受講し、認定された者

実
践
団
体
へ
の
支
援

※原則、併せ行うこと

〔農福連携支援事業及び農福連携整備事業の主な要件〕
農林水産分野の作業に携わる障害者、生活困窮者（就労に向けた支援計画策定者）、高齢者（要介護認定者）

を事業実施３年目までに５名以上増加させること。ただし、生活困窮者については障害者との組み合わせであっ
て、過半数が障害者であること。

都
道
府
県
へ
の
支
援
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①農政局と各県拠点地方参事官が連携し、関係事業者等と意見交換し、ニーズや課題を把握
②農福連携取組事例集の作成
ノウフク・アワードで選定された団体など優良な取組を農福連携取組事例集として作成し、横

展開に活用。
③農山漁村振興交付金（農福連携対策）による支援
農福連携の取組を先導する人材を育成するため、「普及啓発・専⾨人材育成推進対策事業

」により各県の取組を支援。併せて、農業法人や社会福祉法人等の取組を、農福連携支援事
業及び農福連携整備事業により支援。【令和３年度迄に、延べ33団体を採択】

○農福連携の取組が九州の各地域において普
及し、人材育成及び地域活性化の推進等に資
することを目的として開催。
○令和3年度は、農業者と福祉事業所のマッチン
グに関する基調講演と、マッチングの実務者によ
るパネルディスカッションを行い、マッチング現場で
の課題等について意見交換。
【令和４年度は、令和５年２月頃開催予定】

○農林水産省は、新たな担い手の確保及び障害者の生きがいづくりへの農業の活用等のため、厚生労働省等と連携して障害者等
の農業分野（林業水産を含む）における就労支援を実施。
○九州農政局では、平成29年度以降、農福連携に取組む３３団体（R4年3月時点）に対して農山漁村振興交付金を交付
して支援するとともに、九州厚生局及び管内各県の農業及び福祉部局の課長級等職員を構成員とする「九州地域農福連携推進
情報連絡会」を設置し、連携して農福連携の推進を図っている。
○また、農業サイドの取組がなかなか広がらない実態を踏まえ、シンポジウムの開催やメールマガジンの配信等により、普及・啓発を進
めている。

３．農福連携シンポジウム等の開催 ４．取組地域への支援

九州管内の各県農業関係部局と福祉関係部局等が連携しながら、農福連携に関する施策情報と事業者ニーズの共有等を通じた農福連携の一層の
推進を図るため、平成31年３月「九州地域農福連携推進情報連絡会」を設置し、熊本地方合同庁舎において意見交換会を開催【年１回開催、次
回令和４年秋頃開催予定】

九州農政局における農福連携の推進に係る取組

１．九州地域農福連携推進情報連絡会の設置・開催

農業関係者、福祉関係者及び行政機関等加入者相互での情報交
換を促進し、農業分野での障害者雇用促進を目的として、平成29年１
月に設立。
ネットワーク加入者に対し、交付金の公募やシンポジウム等のイベント開
催など、農福連携に関する情報をメールにて発信するとともに、会員同士
の情報交換の場として活用【令和4年7月現在登録者数：301名】

２．九州農福連携促進ネットワークの活用

水田ゴボウの収穫作業
（宮崎県：OMUNIBUS）

筍の収穫
（熊本県：にしはらタンポポハウス）

柑橘選果場
（大分県：太陽の家）
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１．九州地域農福連携推進情報連絡会

九州地域農福連携推進情報連絡会設置要領

１．趣旨
農業分野においては担い手の高齢化等により労働力不足が課題となって

いる一方で、福祉分野では障がい者の就業率が低く、賃金の向上が課題と
なっており、障がい者の就労訓練や雇用の場として農業分野が期待されて
いる。
このため、九州管内の国及び各県の農業関係機関と福祉関係機関等が連

携しながら農福連携に関する情報を共有し、農福連携の一層の推進を図る
ため、九州地域農福連携推進情報連絡会を設置する。

２．活動内容
（１）農福連携に関する国や県の施策情報の共有を図る。
（２）農福連携に関する取組事例、事業者ニーズ等の情報共有を図る。

３．構成
（１）会員

別紙に掲げる会員をもって組織する。
（２）会長

会長は九州農政局農村振興部地方参事官とする。
会長は必要に応じて会議を開催し、会務を総括する。
なお、会長に事故があるときは、九州農政局農村振興部農村計画課長

がその職務を代理する。
（３）事務局

事務局は九州農政局農村振興部農村計画課に設置する。

４．会議
（１）会議には必要に応じ関係する機関等を招集できるものとする。
（２）会長が効率的・緊急的に必要と判断した場合、書面等により開催でき

るものとする。

（附 則）
この設置要領は平成31年３月25日から施行する。
この設置要領の改正は令和３年８月23日から施行する。

（別 紙）

【会員】

福岡県農林水産部経営技術支援課長
福岡県福祉労働部障がい福祉課長
佐賀県農林水産部農産課長
佐賀県健康福祉部障害福祉課就労支援室長
長崎県農林部農業経営課長
長崎県福祉保健部障害福祉課長
熊本県農林水産部むらづくり課長
熊本県健康福祉部障がい者支援課長
大分県農林水産部新規就業・経営体支援課長
大分県福祉保健部障害者社会参加推進室長
宮崎県農政水産部農業担い手対策課長
宮崎県福祉保健部障がい福祉課長
鹿児島県農政部経営技術課長
鹿児島県くらし保健福祉部障害福祉課長

九州厚生局健康福祉部健康福祉課長
九州厚生局健康福祉部地域包括ケア推進課長
九州沖縄農業研究センター畑作研究領域上級研究員
九州農政局農村振興部地方参事官（会長）
九州農政局農村振興部農村計画課長（事務局長）
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農福連携の情報を発信！
九州地域農福連携促進ネットワーク

会 員
募集中！

加入登録は、九州農政局ホームページの加入申込フォーム
(「九州農福加入」で検索）をご利用下さい。※右図参照

九州農政局では、メールマガジンのネットワークを開設し、
農福連携に関する支援制度やイベント等の情報を発信
しています。

これまでの発信事例

①障害者の雇用・就労を目的とした農業生産施設や専門
人材育成等を支援する交付金に関する公募等の情報
②九州農政局や九州厚生局が主催するシンポジウムや
セミナー等の情報

③九州、全国の取組事例の紹介等

14２．九州農福連携促進ネットワーク



３．令和３年度農福連携推進ブロックセミナーin 九州の開催結果の概要

１．開催日時：令和４年２月１４日（月） １３：３０ ～ １６：４０
（Cisco Webex Meetings によるオンライン開催）

２．参加者：神奈川県、富山県、沖縄県を含む１０県から７７名が参加

３．基調講演の概要 講演者：農研機構 西日本農業研究センター 中本英里氏

「農福連携の現状と課題 」～ マッチング体制の構築を中心に ～

（１）農業サイドと福祉サイドの現状・課題

（２）障害者による農業の取組み ～ 福祉事業所と農業側の関係タイプ別に～

（３）農業と福祉の連携過程、取組効果・要件

（４）今後の課題【基調講演の様子】

【パネルディスカッションの様子】

４．パネルディスカッションの概要

（１）コーディネーター 中本英里氏
パネラー 藤戸小百合氏、泉 俊雄氏、國政 和子氏、興梠 理氏

（２）パネラーの主な発言
① 初期の受委託作業料金は、仲介者が第３者的な立場から調整・設定するのが有効
② 依頼する農家は、農作業の補助目的で依頼する者と、担い手・主戦力として依頼
する者の２タイプが存在

③ アンケート等で把握するニーズ情報（夏場の野外作業を外す(宮﨑）等、健康面
を考慮、農業・福祉側の互いが求める作業時間帯の相違、通年作業の確保など課
題面も）

④ 作業を請負う福祉側としては、志す方向性が一致する生産者の依頼を重視

⑤ マッチング後のフォローの重要性

（３）質 疑
Q「農福連携アドバイザー」と「農福連携コーディネーター」の役割の違い
A アドバイザー【農業職ＯＢ】が県内で農福連携に興味がある農業経営者情報の
収集・提供を担い、コーディネーター【福祉関係者】は、提供を受けた農業側ニ
ーズと福祉事業所とのマッチング（興梠氏）

Q 重い障害を有している方の利用が多い就労移行支援Ｂ型事業所のマッチング例
を紹介して欲しい

A ミニトマト栽培農家の依頼を受けマッチングした事例がある。作業内容は、ミ

ニトマトの収穫と出荷のためのパック詰め（興梠氏）

中本氏藤戸氏

興梠氏

國政氏 泉 氏
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１

 所在地：宮崎県宮崎市
 団体名：一般社団法人 STEPUP
 取組パターン：グループ内連携型

 主力商品：ズッキーニ、ミニトマト、

なす、おくら等

基本情報 取組の概要

取組の成果体制図

平成24年11月に一般社団法人STEPUP CoCoRo事業所(就労継続支援A型事業所)を開所。その後、デイサービスを

主体にする一般社団法人(平成26年)、農作物生産に取り組む農業生産法人(平成28年)を設立し、農業と福祉の連携

による障害者福祉等に総合的に取り組む中、障害を有する矯正施設退所者の生活及び就労支援にも取り組む。

所在地▶宮崎県宮崎市大工3丁目342番地

連絡先▶TEL：0985-35-2910 FAX：0985-35-2920

E-mail：cocoro.stepup@gmail.com

ウェブサイト▶https://www.cocoro-group.net/archives/company

一般社団法人 STEPUP CoCoRo事業所

連 携

○ 就労継続支援A型事業所「CoCoRo事業所」は、平成28年より、関連企業の農業生産法人と連
携し4.5haの農地でズッキーニ・ミニトマト等のハウス栽培とオクラ、枝豆、玉ねぎ等の露地野菜を栽培
し、就労支援に取り組んでいる。

○ 併せて、グループ施設である「CoCoRoホーム」では、障害を有する矯正施設退所者の共同生活援
助・自立準備等の支援も実施している。

ビニールハウスの管理作業 ミニトマトの収穫ミニトマトの誘引

○ それぞれの障害（精神、知的、身体）に合わせて作業を細分化し振り分け
ることで、個々の能力が発揮でき、収穫量や賃金が向上。

とれたてのミニトマト収穫前のズッキーニ

CoCoRoｸﾞﾙｰﾌﾟ
一般社団法人STEPUP

CoCoRo事業所（就労継続支援A型）
・農園作業、内職作業（袋詰など）

CoCoRoホーム（共同生活援助）
・生活援助、買い物援助

農業生産法人
株式会社CoCoRoファーム
・ズッキーニ、ミニトマトなど
農産物の栽培
・食品加工（企画中）
・ふれあい農園
・野菜の流通・販売・仲卸

一般社団法人誠樹会
（放課後等デイサービス）

大地事務所、大地しまのうち事業所
大地つきみがおか事業所
・自立の促進
・社会的スキルの向上
・居場所づくり

農地面積

矯正施設退所者在籍者数

施設外就労者数 ５年間

平成28年

０．８ｈａ
２１名
１名

令和２年

４．５ｈａ
２７名
３名

（約５．６倍）
（約１．３倍）

（ ３．０倍）

○ 地域との関わりが増えたことで自信に繋がり、一般就労後の定着が増加。

視察受入れ：可 報道機関受入れ：可

宮崎県
宮崎市
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【取組のプロセス】

株式会社CoCoRoファーム創設

○ 平成28年8月、農業専門の事業所として株式会社CoCoRoファームを創設。70aのハ

ウス施設において、ズッキーニ、ミニトマトなど多品目野菜を生産。

○ STEPUP CoCoRo事業所等の利用者とともに、“農と福祉の連携”により、全ての農作業

（土づくり、種入れ、定植、作物管理、収穫、選別、袋詰め、配送）を実施。

2012年
～

2016年
～

2019年
～

2020～

今後の
展望

きっかけ
一般社団法人STEPUP CoCoRo事業所（就労継続支援A型）の20名を超える
利用者の全員が関われる作業として「農業」に興味を持ち、本格的な農福連携の
取組を開始。

ノウフクJAS認証を取得と地域農家からの信頼の深まり

○ 令和元年12月、ノウフクJAS認証を取得し商品に認証マークを表示することで、障害

者が農業に携わる「農福連携」の取り組みをＰＲ。

○ 毎年の実績から、地域農家への農作業受委託が増加するとともに、遊休農地への回避や

農地の有効活用の要望を受け、引き続き規模を拡大予定。

○ 農作業のみならず、台風時の互助等により地域農家との交流が増えたことで、就労者の

自信に繋がり、一般就労後の定着が増加。

〇 作物の付加価値向上と安定した農作業の増加により、就労者の賃金向上を実現。

「生きていくこと・働いていくこと」をテーマに～

○ 障害者の個性を大切にし、作業を見つけ誰もが働ける職場づくりを創出。

〇 地域の荒廃農地も有効活用し、地鶏の養鶏なども含め生きる現場を更に拡大予定。

〇 一般就労を定着させることで地域全体での農業と福祉を循環を構築。

〇 関係機関と連携して、矯正施設退所者の新たな生活を育て直し、更正の後押しを推進
。

利用者と一緒に出
来る作業を模索

農作業の中には、
個性を生かした作

業があるのでは!?

露地畑での栽培も
開始し、年々規模

を拡大

生産向上を目的に
農山漁村振興交付

金を活用し、加工
作業場を整備

水田でのコメ作り
も開始し、更に規

模を拡大

写真を追加

「協力雇用主」に
登録し、矯正施設

退所者の社会復帰
を支援 障害を有する矯正施設退所者の共同生活援助・自立準備等を支援

○ 株式会社CoCoRoファームを創設し、農福連携の取り組み開始と同時に、グループ施設

である「CoCoRoホーム」と連携して、障害を有する矯正施設退所者の共同生活援助・

自立準備等の支援も開始。
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１

障害者等の”症状の再燃予防をしながら、苦労や喜びの経験を奪わないようなサポートをする”ことをモ
ットーに就労支援施設を創設。施設利用者目線の就労環境改善と地域農家との連携を通じて、地域農業
の維持・荒廃農地発生防止及び就労先の拡大、工賃向上に取り組む。

 所在地：鹿児島県龍郷町
 団体名：株式会社リーフエッヂ
 取組パターン：②福祉完結型、③連携型
 選定表彰：

令和２年度あまみ島一番コンテスト

スウィーツ部門優秀賞

（主催：奄美群島観光物産協会）

 主力商品・イベント：

ジェラート、ハーブティー 等

基本情報

◯ 近隣農家の手伝い（マンゴー、たんかん、ドラゴンフルーツの収穫など）の労働対価を
農産物で受け取り、ジェラート等に加工・販売し、工賃向上に結び付けている。

〇 農業法人の設立や販売施設の整備等により、障害者の通常雇用及び就業選択肢の拡大を
図っている。

取組の概要

取組の成果体制図

所在地▶鹿児島県大島郡龍郷町大勝578

連絡先▶TEL:0997(62)5260 FAX：0997(62)5260

E-mail:reefedge.amami@gmail.com

ウェブサイト▶https://reefedge.co.jp/

視察受入れ：可 報道機関受入れ：可株式会社 リーフエッヂ あまみん

株式会社リーフエッヂ
あまみん（就労継続支援B型事業所）
・農作業、農産加工
・農産加工品等販売
卸、産直ギフト、百貨店ギフトを含む）

ジェラテリア
・農産加工品等販売、軽食提供

株式会社あまみあぐり
農業法人

・ハーブ、野菜、熱帯果樹栽培
・観光農園、ハーブ収穫体験

近

隣

農

家

施設外就労

農産物仕入

人材確保

技術指導

作業受託

一般就業先

○ 利用者の興味や障害特性に合わせた仕事のマッチング重視により、作業

環境の改善や作業効率の向上につながり、利用者が増加。

ジェラート販売（令和元年開始）

施設利用者 ５年間

平成28年

５名

１２０万円

令和２年

２８名

３５０万円

（ ５．６倍）

（約２．９倍）

○ 食品加工（ジェラート、ハーブティー等）とＥＣサイト構築により

販売が増加し、工賃が向上。

１年間

たんかん収穫作業 ジェラート詰め作業 ジェラート製品（14種） ＥＣサイト

鹿児島県
龍郷町
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【取組のプロセス】

農作業の労働対価は、農作物で！Win-winの関係を構築

2016年
～

2017年
～

2019年
～

2021年
～

今後の
展望

きっかけ
Ｂ型事業所近隣の施設農家の「日々の仕事量にムラがあってアルバイトを
雇えない」という声を聞く中、「雨の日も仕事がある」ということに魅力
を感じ、平成２８年の事業所開設と同時に、農福連携を開始。かけ

利用者の興味や障害特性に合わせた仕事のマッチング

施設利用者の快適な作業環境と一般就労の場の提供を

〇 体調が安定した利用者の一般就労への円滑な移行に向け、ハーブと熱帯果樹の生産をメイ

ンとする農業法人 (株)あまみあぐりを設立。

〇 また仕事の選択肢を増やすため、ジェラート販売の直営店として「ジェラテリア」を建設。

２Fは休憩室とし、短時間しか就労困難な利用者の出勤率向上を図る。

荒廃農地解消と事業承継の受け皿に

近隣農家の手
伝い開始

ハーブティー用の
ハーブ栽培開始

誰も置いていかな
い施設へ

一般就労への円滑
な移行へ

ジェラート製造
棟の建設

〇 精神障害者を中心に５～１６名が農作業を、また室内作業希望の利用者が食品加工に取り

組むとともに、在宅就労にて対人恐怖の方がＥＣサイトの作成管理、筋ジストロフィーの

方と脳卒中罹病後遺症の方がジェラートパッケージのデザイン作成を行う。

〇 農作業は、作業強度別のグループを編成し、ハードになりすぎず物足りなくない作業量

に調整するなど工夫している。

〇「奄美の農業は台風との闘い。なかなか儲からない。」との声を聞き、労働対価

は農家の金銭的負担が少ない「農作物」をB級品も含めることにより購入より多

めにいただき、工賃支払いに繋げるため付加価値の高い加工農産物の製造へ。

〇 増え続ける荒廃農地を活用し、障害を持った方々と共に新たな特産品づくりを目指す。

〇 高齢化した農家や食品加工業者の事業承継先として、これまであった産業を絶やさないよ

う引き継ぎ、新たな価値を付け加えていく。

〇 スタッフや利用者さんたちみんなが潤い、心地よく過ごせる企業となる。
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＜事業の内容＞ ＜事業イ メージ＞

１．農福連携支援事業

障害者等の農林水産業に関する技術習得、作業工程のマニュアル化、ユニ
バーサル農園の運用等を支援します。
【事業期間：２年間、交付率：定額（上限150万円等）】

２．農福連携整備事業
障害者等の作業に配慮した生産施設、ユニバーサル農園施設、安全・衛生

面にかかる附帯施設等の整備を支援します。
【事業期間：最大２年間、交付率：1/2（上限1,000万円、2,500万円等）】

３．普及啓発・専門人材育成推進対策事業
農福・林福・水福連携の全国的な横展開に向けた取組、農福・林福・水福連

携の定着に向けた専門人材の育成等を支援します。
【事業期間：１年間、交付率：定額（上限500万円等）】

５．農山漁村振興交付金（農福連携対策）
【令和４年度予算概算決定額 9,752（9,805）百万円の内数】

＜対策のポイント＞
農福・林福・水福連携の一層の推進に向け、障害者等の農林水産業に関する技術習得、多世代・多属性が交流・参加するユニバーサル農園の開設、障

害者等の作業に配慮した生産・加工・販売施設の整備、全国的な展開に向けた普及啓発、都道府県による専門人材育成の取組等を支援します。

＜事業目標＞
農福連携に取り組む主体を新たに創出（3,000件［令和６年度まで］）

＜事業の流れ＞

国

（３の事業）民間企業、都道府県等

定額

（１、２の事業）農業法人、社会福祉法人、民間企業等

定額、1/2

・強い農業づくり総合支援交付金
・林業・木材産業成長産業化促進対策
・水産多面的機能発揮対策事業 等

（関連事業）優先採択等の優遇措置を実施

農業生産施設（水耕栽培ハウス）

処理加工施設

養殖施設苗木生産施設

園地、園路整備

ユニバーサル農園※の運用農産加工の実践研修 養殖籠補修・木工技術習得 作業マニュアル作成

人材育成研修普及啓発に係る取組

休憩所、トイレの整備

※ 将来の農業現場での雇用・就労を見据え、多世代・多属性の者が利用できる体験農園

３．普及啓発・専⾨人材育成推進対策事業

１．農福連携支援事業

２．農福連携整備事業

［お問い合わせ先］農村振興局都市農村交流課（03-3502-0033）
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①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

ハード+ソフト対策

ソフト対策のみ

人材育成支援

事業期間（Ｒ２～３）

㉑

⑮

⑭

事業期間（Ｒ３～４）

㉔

㉕㉖

㉗㉘

㉒

㉓

■ 農山漁村振興交付金（農福連携対策）採択団体（九州）

② ＮＰＯ法人あじ菜工房
（熊本県合志市）

③ 社会福祉法人白鳩会
（鹿児島県南大隅町）

④ 社会福祉法人北九州市手をつなぐ育成会
（福岡県北九州市）

⑬ 株式会社イーストスクエア
（鹿児島県指宿市）

⑤ ＮＰＯ法人よか隊
（福岡県筑紫野市）

⑥ 有限会社ビッグランドグループ配送センター
（熊本県山都町）

⑦ 社会福祉法人ときわ会
（宮崎県小林市）

⑧ 有限会社えこふぁーむ
（鹿児島県鹿屋市）

⑨ ＮＰＯ法人伊都福祉サービス協会
（福岡県糸島市）

⑩ 社会福祉法人豊心の里
（熊本県錦町）

⑪ 株式会社サポート秀
（宮崎県宮崎市）

⑫ 株式会社地産地消心のきずな
（鹿児島県出水市）

① 一般社団法人さくら福祉会
（熊本県水俣市）

事業期間（Ｈ２９～３０）

事業期間（Ｈ３０～Ｒ元）

事業期間（Ｒ元～２）

⑭ 社会福祉法人新友会
（大分県大分市）

⑮ 株式会社ゆいまーる
（宮崎県宮崎市）

（令和４年３月31日現在）

⑯ 株式会社リーフエッヂ
（鹿児島県龍郷町）

⑰ 社会福祉法人宮共生会
（長崎県佐世保市）

⑳ 株式会社愛菜華田中ファーム
（福岡県みやま市）

⑱ 合同会社グッドフィールド
（鹿児島県阿久根市）

⑲ 株式会社CoCoRoファーム
（宮崎県西都市）

㉒ 株式会社ＯＮＥＧＯ
（福岡県久留米市）

㉓ 有限会社錦江
（宮崎県日向市）

㉑ 一般社団法人オルタナ
（熊本県熊本市）

㉜

㉙

㉚

㉛

㉔ フィールドアップITN.株式会社
（福岡県福岡市）

㉕ 株式会社南阿蘇ケアサービス
（熊本県南阿蘇村）

㉘ 社会福祉法人豊心の里
（熊本県錦町）

㉖ 社会福祉法人出島福祉村
（長崎県長崎市）

㉗ 合同会社あぐり税所
（熊本県錦町）

㉙ 株式会社 ＳｏｉＬ
（福岡県柳川市）

㉚ 社会福祉法人博愛会
（大分県杵築市）

㉛ 社会福祉法人白鳩会
（鹿児島県錦江町）

㉜ 株式会社ライトハウス
（鹿児島県龍郷町）

㉝ 社会福祉法人明峰会
（大分県宇佐市）

㉝
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